
 

 

 
 

 

令和７年度 

霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 

総 会 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 ： 令和７年８月４日（月） 午後３時 30 分 

会 場 ： かすみがうら市役所千代田庁舎・防災センター２階研修室 

 



 

 

 



 

 

 

令和７年度霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟総会 次第 

 

 

 

        日 時：令和７年８月４日（月） 

午後３時 30分 開会  

                     会 場：かすみがうら市役所千代田庁舎 

防災センター２階研修室 

 

 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 来賓あいさつ 

 

 

４ 議  事 

 

  認定第１号  令和６年度 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟事業報告 

  認定第２号  令和６年度 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟収支決算報告 

  議案第１号  令和７年度 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟事業計画（案） 

  議案第２号  令和７年度 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟収支予算（案） 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 
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認定第１号 

令和６年度事業報告 

 

 

期日 事業名 事業内容 備考 

R6.6.25 幹事会 令和 6年度 総会提出議案審議 

 

書面協議 

 

R6.8.5 総 会 
令和 5年度 事業報告・収支決算報告 

令和 6年度 事業計画・予算案審議 
石岡市 

R7.1.15 幹事会 令和 6年度 事業内容等の審議 かすみがうら市 

R7.2.14 研修事業 勉強会 かすみがうら市 

R7.2.14 要望（陳情） 
茨城県知事、県土木部長、県政策企画部

長、県議会議長 
県庁 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月 ４ 日提出 

 

霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 

会長 かすみがうら市長 宮嶋 謙 
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認定第２号 

令和６年度収支決算報告 

 

■収入の部                              （単位：円） 

項目 予算 決算 比較増減 備考 

１．負担金 100,000 100,000 0 市町村負担金※ 

２．繰越金 648,500 648,500 0 前年度繰越金 

３．雑収入 500 319 △181 預金利息 

計 749,000 748,819 △181  

 

■支出の部                              （単位：円） 

項目 予算 決算 比較増減 備考 

１．会議費 30,000 7,620 △22,380 ・総会 

２．事業費 641,000 27,478 △613,522 
・ＰＲ活動（HP） 

・勉強会講師謝礼 

３．事務費 30,000 11,959 △18,041 
・通信費 

・事務用消耗品 

４．予備費 48,000 0 △48,000  

計 749,000 47,057 △701,943  

 

収入合計      748,819円 

支出合計       47,057円 

差引残金      701,762円（令和 7年度へ繰り越し） 

 

※負担金内訳                   （単位：円） 

市町村名 金 額 市町村名 金 額 

土浦市 10,000 小美玉市 10,000 

石岡市 10,000 美浦村 10,000 

龍ケ崎市 10,000 阿見町 10,000 

牛久市 10,000 河内町 5,000 

稲敷市 10,000 利根町 5,000 

かすみがうら市 10,000   

 

令和 ７ 年 ８ 月 ４ 日提出 

 

霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 

会長 かすみがうら市長 宮嶋 謙 
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議案第１号 

令和７年度事業計画（案） 

 

期日 事業名 事業内容 備考 

R7．5.29 幹事会 令和７年度総会提出議案審議 書面協議 

R7．8.4 総 会 
令和６年度事業報告・収支決算報告 

令和７年度事業計画・予算案審議 
かすみがうら市 

R7. 12． 幹事会 令和７年度事業内容審議  

R8. 研修事業 研修・勉強会  

R8. 2. 要望（陳情） 関係機関へ要望（陳情）  

 

 

 

令和 ７ 年 ８ 月 ４ 日提出 

 

霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 

会長 かすみがうら市長 宮嶋 謙 
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議案第２号 

令和７年度収支予算（案） 

 

■収入の部                               （単位：円） 

項目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考 

１．負担金 100,000 100,000 0 市町村負担金※ 

２．繰越金 701,762 648,500 53,262 前年度繰越金 

３．雑収入 238 500 △262 預金利息 

計 802,000 749,000 53,000  

 

■支出の部                               （単位：円） 

項目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備考 

１．会議費 30,000 30,000 0 総会、幹事会 

２．事業費 650,000 641,000 9,000 
構想図改訂、研修 

勉強会等 

３．事務費 30,000 30,000 0 通信費、事務用消耗品 

４．予備費 92,000 48,000 44,000  

計 802,000 749,000 53,000  

項目間の流用は認める。 

 

※負担金内訳 

令和２、３、４年度において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業実施が困難と

なり、繰越金が増加したため、令和７年度の負担金についても減額する。 

（単位：円） 

市町村名 金 額 市町村名 金 額 

土浦市 10,000 小美玉市 10,000 

石岡市 10,000 美浦村 10,000 

龍ケ崎市 10,000 阿見町 10,000 

牛久市 10,000 河内町 5,000 

稲敷市 10,000 利根町 5,000 

かすみがうら市 10,000   

 

 

令和 ７ 年 ８ 月 ４ 日提出  

 

                        霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 

                        会長 かすみがうら市長 宮嶋 謙 
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霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟規約 

 

（名称） 

第１条 この会は，霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟（以下「本会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は，玉里地域から石岡地域及び霞ヶ浦地域から稲敷地域へ，霞ヶ浦を横断する

２つの橋（以下「霞ヶ浦二橋」という。）の建設の早期実現を図り，（仮称）千葉茨城道路

等関連する主要道路，及び区域内の道路整備を促進することにより，関係地域の発展に寄

与し，併せて首都圏における広域避難道路として「命を救う道路」を整備することを目的

とする。 

（構成） 

第３条 本会は，次の市町村の長及び議会議長を会員として構成する。 

 土浦市・石岡市・龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・美浦村・ 

 阿見町・河内町・利根町 

（事業） 

第４条 本会は，第２条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

 （１）架橋に関する必要な調査研究 

 （２）霞ヶ浦二橋に関連する（仮称）千葉茨城道路等主要地方道をはじめとした区域内道

路の整備に関する調査研究 

 （３）関係機関への陳情 

 （４）目的を達成するための広報活動 

 （５）その他必要な事項 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

 （１）会長     １名 

 （２）副会長    ５名 

 （３）監事     ２名 

２ 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

（選出及び任期） 

第６条 役員は総会において選出する。 

２ 顧問及び参与は，総会の同意を得て会長が委嘱する。 

３ 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

４ 役員に欠員を生じたとき，その後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表し，会務を総理，会議の議長となる。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときはその職務を代理する。 

３ 監事は，会計を監査する。 

４ 顧問及び参与は，本会の目的達成に必要な助言を行う。 
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（総会） 

第８条 本会の総会は，年１回会長が招集し，次の事項を審議決定する。ただし，会長が必

要と認めたときは，臨時総会を開くことができる。 

 （１）規約の制定及び改正に関すること 

 （２）事業計画に関すること 

 （３）予算及び決算に関すること 

 （４）その他会長が必要と認めた事項 

（幹事会） 

第９条 本会の事務を円滑に処理するため，構成市町村の担当課長をもって幹事会を構成す

る。 

２ 幹事会は，本会の事業運営に必要な企画立案を行う。 

３ 幹事会には，役員構成市町村の幹事をもって常任幹事会を設置する。 

（事務局） 

第１０条 本会の事務を処理するため，会長所在の市町村に当該市町村職員で構成する事務

局を置く。 

（経費等） 

第１１条 本会の経費は，構成団体の負担金，その他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第１２条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終了する。 

（その他） 

第１３条 この規約に定めるものの他，必要な事項は会長が定める。 

 

   附 則 

 この規約は平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は平成９年５月２９日から施行する。 

   附 則 

 この規約は平成１７年５月１９日から施行する。 

   附 則 

 この規約は平成１８年５月１２日から施行する。 

附 則 

 この規約は令和元年７月３日から施行する。 
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霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟役員・顧問・参与名簿 

 

 役 職 職 氏 名 

役 員 

会 長 か す み が う ら 市 長 宮  嶋    謙 

副会長 土 浦 市 長 安 藤  真 理 子 

副会長 龍 ケ 崎 市 長 萩 原  勇 

副会長 石 岡 市 長 谷 島 洋 司 

副会長 小 美 玉 市 長 島  田  幸  三 

副会長 阿 見 町 長 千  葉    繁 

監 事 河 内 町 長 野  澤  良  治 

監 事 利 根 町 長 山 﨑  誠 一 郎 

 

 

 職 氏 名 住 所 

顧 問 茨城県議会議員 伊 沢 勝 徳 土浦市真鍋１－１８－１７ 

 茨城県議会議員 八 島 功 男 土浦市永国８１５－５ 

 茨城県議会議員 髙 橋 直 子 土浦市右籾１８８２ 

 茨城県議会議員 戸井田 和 之 石岡市若松１－４－４ 

 茨城県議会議員 櫻 井 信 幸 石岡市小幡１０４７ 

 茨城県議会議員 坂 本 隆 司 龍ケ崎市光順田１７６２－２ 

 茨城県議会議員 中 山 一 生 龍ケ崎市４５３１ 

 茨城県議会議員 川 口 政 弥 取手市清水９４７－１ 

 茨城県議会議員 欠  員 取手市 

 茨城県議会議員 長 田 麻 美 牛久市牛久町２４８ 

 茨城県議会議員 欠  員 牛久市 

 茨城県議会議員 細 谷 典 幸 稲敷郡河内町大字金江津５１０７ 

 茨城県議会議員 木 村 喜 一 小美玉市中台１６４－２ 

 茨城県議会議員 金 子 敏 明 かすみがうら市稲吉３－１３－１１ 

 茨城県議会議員 葉 梨   衛 稲敷郡美浦村大字木原５９４－１ 

 職 氏 名  

参 与 

茨城県土木部水戸土木事務所長 成 瀬 真 勝  

茨城県土木部土浦土木事務所長 丹  正 史  

茨城県土木部竜ケ崎工事事務所長 寺 家 喜 重  
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霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会員及び幹事名簿 

 

市町村名 首 長 議 長 幹事等 

土 浦 市 安藤 真理子 勝田 達也 
市長公室長 山口 正通 

参事兼政策企画課長 福澄 雄祐 

石 岡 市 谷島 洋司 村上 泰道 
市長公室長 今橋 輝雄 

政策企画課長 木﨑 憲一 

龍 ケ 崎 市 萩 原  勇 後藤 敦志 
都市整備部長 橘原 剛 

都市計画課長 秋山 正典 

牛 久 市 沼田 和利 小松崎 伸 
建 設 部 長 野島 正弘 

都市計画課長 加藤 大典 

稲 敷 市 筧 信太郎 松戸 千秋 
市長公室長 水飼  崇 

政策企画課長 小田部 一博 

かすみがうら市 宮 嶋  謙 来栖 丈治 
総務企画部長 横田 茂 

経営企画課長 鈴木 薫 

小 美 玉 市 島田 幸三 長島 幸男 
市長公室長 滑川 和明 

政策企画課長 植田 薫 

美 浦 村 中 島  栄 山崎 幸子 
総 務 部 長 小山 久登 

企画財政課長 大竹 裕幸 

阿 見 町 千 葉  繁 野口 雅弘 
町長公室長 小倉 貴一 

政策企画課長 糸賀 隆之 

河 内 町 野澤 良治 髙橋 稔 企画財政課長 伊藤 英樹 

利 根 町 山﨑 誠一郎 大越 勇一 政策企画課長 布袋 哲朗 

 

 


